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ここ（＊）に来る前は、
橋の下で寝ていました
（＊）民間のシェルター

（元技能実習⽣、30代後半男性）
2020年10⽉12⽇インタビュー



発表の主旨と流れ

■ ⾃⼰紹介（カトリック教会での⽇本語教室）・調査⽅法概要
■ COVID19と移⺠
■ ベトナム⼈概況
■ 国（⼊管庁）による施策と課題
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在⽇ベトナム⼈を例にCOVID19下で移⺠（＊）に
対して、国（主に法務省出⼊国在留管理庁）の施策が
どのように⾏われ、またどのような課題があるかを探る

（＊）「移⺠」・・本発表では、1年以上、在留している⼈を「移⺠」と定義

●スライドは1⽉26⽇に提出しています。統計や運⽤にさらなる状況の変化がある場合、
それは⼝頭でフォローします。



調査⽅法概要

属性 COVID19前 COVID19後 計
⾮正規移⺠ 11 6 17
技能実習⽣ 7 8 15
留学⽣ 9 - 9
その他 3（技⼈国） 3（技⼈国）

3（特定技能）
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計 30 20 50
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技能実習制度
関係者

受⼊企業 １
監理団体 ２
同通訳 １

受⼊企業 １
送り出し機関 １
派遣会社 1
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■在⽇ベトナム⼈と技能実習制度関係者へのインタビュー

■参与観察
2017年10⽉〜カトリック教会、2020年9⽉〜⺠間のシェルターなど

＊技⼈国
「技術・⼈⽂知識・
国際業務」
主にホワイトカラー
の就労系在留資格



COVID19と移⺠
なぜ、移⺠について考える必要があるのか︖
フェーズ 予測される課題
短期 国境が閉じている。帰りたくても帰れない。

⽣活保障の枠組みをどこまで広げられるか︖
⽀援の対象外となった⼈を誰が助けるか︖

中期 既存の枠組みにおける受け⼊れ数の削減、
あるいは枠組みの廃⽌
移⺠送り出し国への経済の影響
例）送⾦の減少・停⽌で⽣活がより困難に
（「特別定額給付⾦」は送⾦の不⾜分の補填に使⽤）

⻑期 移⺠プッシュ要因の増加と移⺠プル要因の低下
例）⽣活困窮、健康悪化、紛争、気候変動
⇒ブローカーの活動増加
⇒国境におけるせめぎあい
＊対策を⽴てておく必要あり
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在⽇ベトナム⼈概況
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在留外国⼈数の推移 国籍別
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法務省出⼊国在留管理庁統計より抜粋
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在留ベトナム⼈都道府県別（2019年末時点）
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在留ベトナム⼈都道府県別分析
■ ベトナム⼈の半数が技能実習⽣
■ ベトナム⼈数
– 第1位愛知県／第2位東京都／第3位⼤阪府

■ ベトナム⼈が在留外国⼈に占める割合
– 30％以上 岡⼭県、佐賀県、熊本県、宮崎県、⿅児島県
（⻄⽇本の過疎地域）

– 10％以下 東京都、京都府
■ ベトナム⼈は主に技能実習⽣として全国に在留している
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⼈⼝は20代〜30代前半に集中
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在留ベトナム⼈ 性別・年齢別構成（2019年）
男 ⼥
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法務省在留外国⼈統計（2020）より加藤作成

56.7％ 43.3
％

*0〜4歳は0歳＞1歳＞2歳＞3歳＞4歳、
15〜19歳はほとんどが19歳



COVID19前からのベトナム⼈技能実習⽣・
留学⽣をめぐる課題
■ 搾取
■ 困窮
■ 難⺠認定申請の激増（申請中の就労許可・在留許可が影響）
– 2017年は難⺠認定申請者の25％が「技能実習」or「留学」

■ 「失踪」
■ 妊娠
■ 死亡
■ 留学⽣のキャリアパス
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「不法残留者」上位5カ国在留資格別
（2020年1⽉1⽇現在）
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法務省出⼊国在留管理庁「本邦における不法残留者数について」より加藤作成



国（⼊管庁）による施策と課題
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COVID19における国の施策、市⺠社会への応答
■ 特別定額給付⾦（10万円）
– 「国⺠」⇒「住⺠」（6カ⽉以上の在留資格）を対象
– 技能実習・留学を終了した場合、「短期滞在」（90⽇）・
「特定活動」（3カ⽉）の在留資格に（⇒当初は給付対象外）

– 市⺠社会からの要望を受けて、2020年5⽉20⽇以降、
元技能実習⽣・元留学⽣等については対象に含まれるように

– しかし、在留資格のない者は引き続き対象外
■ 移住連「新型コロナ 移⺠・難⺠⽀援基⾦」3万円の⽀援

■ 学⽣⽀援緊急給付⾦
– 外国⼈留学⽣のみに成績要件（原則、GPA 2.3以上）
■ 国益優先か⾮常事態の救済か

– Change.org（署名サイト）での署名活動（57,710⼈署名）
■ 他の取り組み（住宅確保給付⾦、休業給付⾦等）は安⾥先⽣報告
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留学・技能実習の在留期間が満了するが、
帰国出来ない場合

■ 留学⽣
– 「特定活動（6カ⽉）」に変更（週28時間のアルバイト可能）
■ 2020年10⽉19⽇より卒業時期・有無が問われなくなった

■ 技能実習⽣
– 「特定活動（６カ⽉・就労可）」（従前と同⼀の業務で就労の場合）
– 「特定活動（６カ⽉・就労不可）」／「短期滞在」
■ 本邦での⽣計維持が困難であると認められる場合は、
資格外活動を受けて就労することが可能（12⽉1⽇公表）

– 「特定活動（４カ⽉・就労可）」（「特定技能」移⾏の準備）
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帰国困難者への施策の浸透が難しい実態

■ 運⽤が遅かったために困窮した事例（元技能実習⽣・30代前半男性・10/12インタビュー）
– 技能実習終了後、在留資格が「短期滞在」（以後、更新）
– 2020年10⽉6⽇、就労したい旨を東京出⼊国在留管理局に申し出るも、
認めてもらえず⇒⺠間のシェルターへ（12⽉1⽇以降であれば・・）

■ 運⽤が不透明な事例（元技能実習⽣を⽀援した⼈材派遣会社 12/28確認）
– 技能実習満了前に仕事が無くなる。しかし、監理団体は放置。
– ⽣活費が底を尽き、2020年12⽉上旬、28時間の資格外活動許可を
申請しに⾏ったが、ある地⽅⼊国在留管理局出張所に申請を
受け付けてもらえなかった
■ 「実習⽣が資格外活動許可はあり得ない。監理団体が帰るまで⾯倒
みてくれるでしょ︕」（⼊管職員）

– しかし、翌⽇、東京出⼊国在留管理局に申請したらすぐにもらえた。
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実習先の経営悪化等により技能実習の継続が
困難となった場合

■ 新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった
技能実習⽣（技能実習⽣・技⼈国・留学⽣）等に対する雇⽤維持⽀援
– 「技能実習を修了した技能実習⽣のうち・・・帰宅が困難となった
外国⼈」を対象に追加（2020年9⽉7⽇）

– 「特定活動（１年・就労可）」で特定技能分野で就労が認められる
– 転職件数は1,716件（2021年1⽉12⽇現在）朝⽇新聞、2020年1⽉21⽇、朝刊、
東京本社版、7⾯

– 求⼈事業者は38社（2020年1⽉25⽇現在）
– ベトナム⼈帰国困難者は約20,000⼈ 朝⽇新聞のベトナム⼤使館への取材による、

2020年末時点（1/25確認）＊20,000⼈には既に在留資格を失った者も含まれる
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なぜ、⽀援件数が少ないのか

■ 提出資料に「技能実習⽣の現況に関する説明書」が必要
■ しかし、⼀部の監理団体の不作為
– 「監理団体から紙がもらえなかった」（元技能実習⽣、10/12インタビュー）

– 仕事が途中で無くなり放置。「特定活動」（6カ⽉）への変更時に、
⼊管から監理団体へTEL、監理団体が慌てて本⼈へ連絡
（元技能実習⽣を⽀援した（監理団体とは別の）⼈材派遣会社 12/28確認）

■ 元来、技能実習制度は監理団体の協⼒があって成⽴している制度
■ 新たな施策も監理団体の協⼒があってこそ、成⽴する
■ 監理団体は受け⼊れ企業からの監理費（2.5万〜5万／⼈）が収⼊源
■ 雇⽤維持⽀援をする利点が監理団体には少ない（利点が必要）
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COVID19後、困窮への軌跡

■ 技能実習修了
■ 帰国出来ない
■ 就労許可がもらえず、働けない（＊現在は、改善傾向にあり）
■ 就労可の友⼈宅を転々
■ （最悪の場合）野宿
■ ⺠間のシェルターにて保護
■ 帰国困難状況の継続、⺠間への負担増（財政⾯・体⼒⾯）
■ 公的な保護の必要性

20



COVID19後の⺠間による⽀援

■ 「在⽇ベトナム⼈への緊急施⽶⽀縁プロジェクト」（ひとさじの会）
■ 「⼀杯の愛のお⽶プロジェクト」（イエズス会）
– 5/22までに約2,600⼈分の⾷糧を送付
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⼀⽅、新規⼊国者の受け⼊れ
■ 2020年6⽉18⽇
– レジデンストラック・ビジネストラック協議開始
– 8⽉中旬から技能実習⽣の⼊国が⾒られるように

■ 2020年9⽉1⽇
– 在留資格保持者の再⼊国受け⼊れ

■ 2020年10⽉1⽇
– 全世界からの「14⽇間待機を維持」した新規⼊国受け⼊れ

■ 2021年1⽉14⽇
– 新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に係る上陸拒否措置
■ ⼀部例外あり（配偶者・⼦など）

■ 2021年1⽉17⽇までに
– ベトナム⼈49,000⼈以上、技能実習⽣55,000⼈以上⼊国

■ 法務省統計「国際的な⼈の往来再開に向けた段階的措置等による⼊国者数」から計算
■ 「地⽅の企業はベトナム⼈を待っている」（送り出し機関役員、2020年9⽉22⽇イ

ンタビュー）
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法務省統計「国際的な⼈の往来再開に向けた段階的措置等による⼊国者数」より作成
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法務省統計「国際的な⼈の往来再開に向けた段階的措置等による⼊国者数」より作成



まとめ
■ 政府による市⺠社会への応答が⾒られる点は評価できる
■ しかし、施策には⾃国中⼼主義的考えが⾒られないか
■ 2万⼈以上ベトナム⼈帰国困難者が存在する⼀⽅で、5万⼈近くの
ベトナム⼈新規⼊国者がいる

■ 外国⼈はあくまでも「滞在者」なのか、「住⺠」ではないのか
■ COVID19下で、⽇本に残っている⽅こそ貴重な存在⇒「住⺠」と
しての包摂を

■ 循環型労働移動を継続するのであれば、帰国するまで責任を
■ 草の根で⽀援をしている先輩移⺠・コミュニティ・⽀援団体等
へ財政的⽀援を（バラマキよりも効果が出る、賢いお⾦の使い⽅
を）
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